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訪問介護報酬削減の見直しと介護報酬引き上げの再改定を求める意見書 

 

 2024 年度から訪問介護報酬が引き下げとなる。厚労省は経営実態調査(2023 年度調査)の結果、

訪問介護の収支差率が平均 7.8%あることを削減の理由としている。しかし、中央値の 4.2%を基軸

として見ると、収支差率が 0%未満の赤字事業所が 36.7% 、収支差率が 0～10%の事業所が最も多く、

訪問介護事業所の厳しい経営実態がわかる。東京商工リサーチの調査によれば、2023年の訪問介護

事業所の倒産は 67件と過去最多となっている。 

 中山間地域などでは、移動効率が悪く訪問件数は少ない。更に、加算を得るためには条件があり、

どの事業所でも加算が取れるわけではない。このような中での訪問介護報酬の削減は、更なる訪問

介護事業所の経営を厳しくすると同時に訪問介護員の人手不足が一層進むことが懸念される。また

総合事業を訪問介護事業所に委ねている自治体もあり、総合事業への影響も懸念される。 

 在宅介護を支える訪問介護事業所の経営安定と訪問介護員の人手不足の解消は喫緊の課題であ

る。今回の訪問介護報酬削減は一刻も早く撤回すべきである。また、訪問介護員の人手不足解消の

ためには、訪問介護事業所で賃金引き上げが可能となる訪問介護報酬が必要である。 

 よって、下記の事項を実現するよう強く要望し、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出

する。 

 

記 

１ 訪問介護費の引き下げ見直しと、訪問介護報酬を引き上げの再改定を早急に行うこと 
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